
研修会の様子

　先般、県から提示された弘前市の令和６年産米の生産数

量目安は15,687トン（令和５年産目安比+２%）です。

　生産者や集荷業者・団体は、国が策定する主食用米の全

国の需給見通しや国が提供するきめ細かい需給・価格情

報、販売進捗・在庫情報等を踏まえ、自主的な経営判断に

より、需要に応じた生産・販売に取り組む

こととされています。令和６年産の営農計

画に当たっては、生産数量目安も経営判断

の材料の一つとしてご活用ください。

■問い合わせ先　農政課農産係

　　　　　　　　（市役所前川本館３階）

　　　　　　　　☎４０－０５０４

東目屋地区の要望書提出

令和令和６６年産米の年産米の
生産数量目安について生産数量目安について

　市農業委員会（成田繁則会長）は、昨年１２月に連携地

区研修会を開催しました。

　当研修会は、農業委員と農地利用最適化推進委員の地区

における連携などを目的として地区毎に開催しています。

　今回は、「農業経営意向調査に係る戸別訪問」を前に、調

査方法を確認するとともに、訪問対象の分担等について話

し合ったほか、農業委員会活動に使用するタブレット端末

の操作方法についての研修を行いました。

農業委員・農地利用最適化推進委員

連携地区研修会連携地区研修会

　近年、アライグマによる農作物などへの被害が急増

しているため、アライグマの生態や捕獲方法等につい

て講習会を開催します。受講した方は、狩猟免許の資

格がなくてもアライグマの捕獲ができるようになります。

◆日　　時　令和６年２月１９日（月）

　　　　　　午前１０時３０分～午後０時３０分

◆場　　所　ヒロロ４階　市民文化交流館ホール

　　　　　　（駅前町９－２０）

◆受 講 料　無料

◆申込締切　２月１５日（木）午後５時まで

■問い合わせ・申込先　農村整備課鳥獣対策係

　　　　　　　　　　　（市役所前川本館３階）

　　　　　　　　　　　☎４０－４１５５

アライグマ被害防除対策講習会アライグマ被害防除対策講習会

　クマの出没や農作

物被害の増加を受け、

市に対し有害鳥獣対

策の推進を求める要

望書が、１２月１４

日に東目屋地区町会

長会議及び東目屋地

区農作物被害対策協

議会から、１２月１５

日に一野渡町会、大和

沢町会、狼森町会、一大地区鳥獣害被害対策協議会から

それぞれ市長に提出されました。

　市長からは、「皆さんの声をしっかりと受け止め、対

応を検討させていた

だきます。」との回

答がありました。

　一野渡町会、大和

　沢町会、狼森町会、

　一大地区の要望書

　提出



　市では、りんごや特産果樹の改植事業（令和６年

春・秋植え分）の要望受付を行います。補助事業の活

用をお考えの方は下記期間内に申し込みください。

◆申込期間　２月５日（月）～２月２２日（木）

　※事業内容の詳細は、農業ひろさき

　　１月号をご覧いただくか、下記へ

　　お問い合わせください。

　　（農業ひろさき１月号ＱＲコード）

■問い合わせ・申込先　りんご課生産振興係

　　　　　　　　　　　（市役所前川本館３階）

　　　　　　　　　　　☎４０－７１０５

農 業 ひ ろ さ き（２） ２０２４年（令和６年）２月１日第２１６号

りんご園等改植事業りんご園等改植事業（（令和令和６６年春年春・・秋植え分秋植え分））

農業用免税軽油使用者証農業用免税軽油使用者証・・免税証の交付申請免税証の交付申請「「仮受付中仮受付中」」

○…提出必須

△…※１～４をご覧にな

り、該当する方は提

出必要

※１　機械を追加、入替

する場合

※２　法人、組合名義の

場合

※３　組合名義で、耕作

証明書に組合員全

員の氏名の記載が

ない場合

※４　提出期限の特例を

受 け よ う と す る

場合

■問い合わせ先

中南地域県民局県税部

☎３２－１１３１

（内線２２８・３７８）

　不正軽油とは、脱税を目的として、

軽油に重油や灯油を混ぜ、軽油と偽っ

て販売されているものです。

　不正軽油の製造、販売はもちろん、

使用した人も１０年以下の懲役、１，０００万円以下の罰金

が課されるなど、重い罰則が適用されます。

－ 不正軽油の撲滅にご協力をお願いいたします －

■問い合わせ先　中南地域県民局県税部

　　　　　　　　☎３２－１１３１

　　　　　　　　（内線２２８・３７８）
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　令和６年４月以降の免税軽油に係る免税軽油使用者証・免税証の交付申請を、次のとおり「仮受付」しています。

　令和６年度税制改正による免税軽油制度の延長が正式な交付の条件となりますので、あらかじめご了承ください。

　なお、免税軽油使用者証・免税証の交付は、令和６年４月以降となります。

◆受 付 時 間　午前８時４５分～午後５時００分（土・日・祝日を除く）

◆受 付 場 所　中南地域県民局県税部　弘前合同庁舎（弘前市蔵主町４）　本館２階

◆必要書類等　（申請書等の用紙は、県税部及び農協各支店に用意しています。）

申　請　区　分

　書　　類
新規 更新 継続 再交付 書換

１ 簡易書留封筒（４４４円分切手貼付） ◯ ◯ ◯

２ 免税軽油使用者証（共同）交付申請書 ◯ ◯

３ 免税軽油使用者証書換・再交付申請書 ◯ ◯

４ 譲渡（販売）証明書� ※１ ◯ △ △

５ 誓約書 ◯ ◯

６ ４００円分の県証紙貼付の県税関係証明等原簿 ◯ ◯ ◯ ◯

７ 免税証交付申請書 ◯ ◯ ◯

８ 免税軽油所要数量計算書 ◯ ◯ ◯

９ 農業委員会発行の耕作証明書 ◯ ◯ ◯

１０ 定款・規約・商業登記簿謄本� ※２ △

１１ 組合員名簿� ※３ △ △ △

１２
免税軽油の引取り等に係る報告書の�

※４
提出期限の特例申請書

△ △ △

１３ 前回交付の免税軽油使用者証 ◯ ◯

１４
免税軽油の引取り等に係る報告書
（納品書等添付）

◯ ◯

１５ 免税軽油使用者証亡失届 ◯

不正軽油は断固拒否！



◆日　　時　令和６年３月５日（火）～６日（水）

　　　　　　午前１０時～正午

　　　　　　午後１時３０分～３時３０分

◆場　　所　市りんご公園（清水富田字寺沢１２５）

　　　　　　「りんごの家」２階研修室・園地

◆内　　容　りんごの剪定（実技あり）、病害虫の防除

　　　　　　などを予定。

◆講　　師　青森県りんご協会

◆受 講 料　無料

◆定　　員　３０名

　　　　　　（原則、２日間受講できる方で、

　　　　　　事前申込が必要）

◆注意事項　①筆記用具は持参してください。

　　　　　　②園地での実習も予定しているため、防寒対

　　　　　　　策をお願いします。

　　　　　　③天候等により、講座日程を変更する場合が

　　　　　　　あります。

■問い合わせ・申込先　市りんご公園  ☎３６－７４３９

　農村女性と消費者が活動や生活技術などを交換しあ

う発表展を開催します。皆様の御来場をお待ちしてい

ます。

◆日時　２月２０日（火）午前１１時～午後２時

◆場所　ヒロロ３階イベントスペース

　　　　（駅前町９－２０）

◆内容　テーマ「知恵を活かし、生活のリノベーション

を楽しもう！」

・講演「念願の神職！空き家を活用したカフェ

も開業」

　　講師 中畑鎮座 稲荷神社 権禰宜（ごんねぎ）

　　　　 兼カフェ「めやーばのやかた」代表

　　　　 石戸谷 寛子 氏

・リフォーム作品や農作業着等のファッション

ショー

・参加団体による農村の暮らしを楽しむ活動や

商品の紹介

■問い合わせ先　中南地域県民局地域農林水産部

　　　　　　　　農業普及振興室　☎３３－４８２１

参加団体の

加工品等の

紹介（過去の

様子）

　家畜伝染病予防法では、家畜（鶏を含む）飼養者は毎年定期報告することが義務付けられています。報告対象の家畜の飼

養者は忘れずに報告をしてください。

◆報告対象　①鶏（青森シャモロック、比内地鶏、烏骨鶏、軍鶏、チャボ、声良鶏、金八など含む）、あひる、うずら、

　　　　　　　きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、だちょう

　　　　　　②鳥類以外（牛、馬、豚、山羊、めん羊、いのしし、鹿）

◆報告内容　令和６年２月１日時点の頭羽数

◆報告様式　「定期報告書」様式を該当者へ郵送します。また、つがる家畜保健衛生所

　　　　　　ホームページにも掲載しています。

　　　　　　今年度から家畜を飼養した人は、同所ホームページから様式をダウンロード

　　　　　　するか、郵送を希望する場合は、農政課に連絡してください。

◆提出方法　３月１日（金・必着）までに、農政課（〒０３６－８５５１　弘前市上白銀町１－１　市役所前川本館３階）

　　　　　　へ郵送または持参してください。

■問い合わせ先　西北地域県民局地域農林水産部つがる家畜保健衛生所

　　　　　　　　☎０１７３－４２－２２７６

　　　　　　　　農政課農産係　☎４０－０５０４

農 業 ひ ろ さ き （３）第２１６号２０２４年（令和６年）２月１日

家畜家畜（（鶏含む鶏含む））飼養者の皆様へ　定期報告の時期になりました飼養者の皆様へ　定期報告の時期になりました

令和令和５５年度　りんご栽培講座年度　りんご栽培講座食と農を楽しむイベント食と農を楽しむイベント

「第４８回生活技術発表展」「第４８回生活技術発表展」

◆日時　令和６年２月３日（土）～２５日（日）までの土日祝

　　　　午前１０時～午後３時

　　　　※イベントごとに開催日時が異なります。

◆場所　市りんご公園（清水富田字寺沢１２５）

◆内容　雪中りんご探しゲーム、昭和の遊び体験などを

　　　　予定。

■問い合わせ先　市りんご公園　☎３６－７４３９

「弘前市りんご公園 「弘前市りんご公園 
ウィンターフェスティバル」ウィンターフェスティバル」
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農地流動化情報は、
市のホームページからも情報提供！

農 業 ひ ろ さ き（４） 第２１６号 ２０２４年（令和６年）２月１日

農業者年金経営移譲年金受給と農業所得申告

　弘前在来トウガラシ「清水森ナンバ」を栽培する新規会員を募集しています。

　なお、健康な土で高品質なナンバを栽培するために、栽培を始める前に土壌

診断をする必要があります。

■問い合わせ先　在来津軽「清水森ナンバ」ブランド確立研究会事務局

　　　　　　　　（青森県特産品センター内：中村さん、檜山さん、佐々木さん）

　　　　　　　　☎３９－１８１１

「清水森ナンバ」　を「清水森ナンバ」　を

栽培してみませんか栽培してみませんか

雪害防止対策に努めましょう雪害防止対策に努めましょう

農業者年金農業者年金 新規加入者の声新規加入者の声

～節税効果に大きな魅力～ 大沢　小田桐武志（５１歳）さん

　雪によるりんご樹の枝折れ等の被害を防止するた

め、下記の対策に努めてください。

＜積雪期間中の対策＞

◆普通台樹（丸葉）

・冠雪による被害防止のため、樹に積もった雪を下

　ろす

・雪中の枝先は、雪が新しいうちに抜き上げる

・融雪期に入ったら随時見回り、枝を引き上げる

・雪の沈降によって裂開及び折損しそうな枝で不要

　なものは、早めに剪去する

◆わい性台樹（わい化）

・枝の堀上げを行う

・下枝部分の雪を踏み固める

◆融雪促進剤の利用

・事前に融雪促進剤を園地に運搬しておく

・２月上旬以降、積雪状況を見ながら数回にわたり、

　晴天が数日続く日を選んで融雪促進剤を散布する

■問い合わせ先　りんご課生産振興係

　　　　　　　　（市役所前川本館３階）

　　　　　　　　☎４０－７１０５

　農業委員会では、農地の有効利用と遊休農地解消対策と

して、「農地を貸したい、売りたい」または

「借りたい、買いたい」などの情報を提供し

ています。

　　　農業・商業・観光 ＞ 農業情報 ＞

　　　農地に関すること ＞ 農地流動化情報

　農業所得の申告時期が近づいてきました。後継者へ農業

経営を移譲し、経営移譲年金を受給している方は、農業所

得に係る申告を後継者名義で行う必要があります。

　受給者の名義で申告した場合、経営移譲年金が支給停止

となりますので、確認のうえで申告してください。

（※特例付加年金の場合も同様です。なお、老齢年金のみ

の受給者は支給停止の心配はありません。）

■問い合わせ先　農業委員会総務係（市役所前川本館３階）

　　　　　　　　☎４０－７１０４

　令和４年９月に農業者年金に加入した小田桐武志さんをご紹介します。

　小田桐さんは、現在大沢地区でりんご１８０アール、米７０アールを耕作しています。２０１９

年から農地利用最適化推進委員を務めており、委員として活動する中で、農業者年金の加入推進活

動も行っています。「農業者に勧めるからには、自身でも加入するべきではないか」と考え、加入

を検討したそうです。加入に至った決め手は、農業者年金は掛金の全額が社会保険料控除の対象と

なることでした。一般の個人年金は全額所得控除にはならないため、節税効果はあまり見込めない

ことに加え、最近はりんごの価格も高いことで、支払う税金も増えているので、「全額社会保険料

控除の対象となることが大変助かっている」と話していました。

　また、農業者年金は支払いが困難な際には最低２万円まで減額できる点や、途中で

脱退し、余裕ができた時にまた再加入することができる点にも魅力を感じたそうです。

　小田桐さんは、「今後も農地利用最適化推進委員としての活動をしていくなかで、

農業者の皆さんに農業者年金の魅力を伝えていきたい」と述べていました。


